
目

次

規

則

○
青
森
県
公
衆
浴
場
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
保
健
衛
生
課
）
…
一

告

示

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
介
護
機
関
の
居
宅
介
護
事
業
所
の
所
在
地

変
更
の
届
出
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
健
康
福
祉

政

策

課
）
…
二

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
介
護
機
関
の
介
護
予
防
事
業
所
の
所
在
地

変
更
の
届
出
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
二

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
介
護
機
関
の
介
護
予
防
・
日
常
生
活
支
援

事
業
所
の
所
在
地
変
更
の
届
出
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
三

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
介
護
機
関
の
特
定
福
祉
用
具
販
売
事
業
所

の
所
在
地
変
更
の
届
出
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
三

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
介
護
機
関
の
特
定
介
護
予
防
福
祉
用
具
販

売
事
業
所
の
所
在
地
変
更
の
届
出
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
三

○
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中

国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
に

よ
る
指
定
介
護
機
関
の
居
宅
介
護
事
業
所
の
所
在
地
変
更
の
届
出
qqq（

同

）
…
三

○
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中

国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
に

よ
る
指
定
介
護
機
関
の
介
護
予
防
事
業
所
の
所
在
地
変
更
の
届
出
qqq（

同

）
…
四

○
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中

国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
に

よ
る
指
定
介
護
機
関
の
介
護
予
防
・
日
常
生
活
支
援
事
業
所
の
所
在

地
変
更
の
届
出
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
四

○
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中

国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
に

よ
る
指
定
介
護
機
関
の
特
定
福
祉
用
具
販
売
事
業
所
の
所
在
地
変
更

の
届
出
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
五

○
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中

国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
に

よ
る
指
定
介
護
機
関
の
特
定
介
護
予
防
福
祉
用
具
販
売
事
業
所
の
所

在
地
変
更
の
届
出
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
五

○
漁
港
の
保
全
上
支
障
の
あ
る
行
為
を
禁
止
す
る
区
域
等
の
指
定
の
一

部
改
正
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
漁
港
漁
場

整

備

課
）
…
五

出
先
機
関

○
道
路
の
位
置
の
指
定
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
上
北
地
域

県

民

局
）
…
六

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
下
北
地
域

県

民

局
）
…
六

規

則

青
森
県
公
衆
浴
場
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
二
年
二
月
二
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
二
号

青
森
県
公
衆
浴
場
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
公
衆
浴
場
規
則
（
昭
和
二
十
八
年
十
一
月
青
森
県
規
則
第
百
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
第
一
号
ロ
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

ロ

次
の
い
ず
れ
か
に
適
合
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
塩
素
化
イ
ソ
シ
ア
ヌ
ル
酸
又

は
そ
の
塩
を
用
い
て
消
毒
し
て
い
る
等
の
理
由
に
よ
り
知
事
が
有
機
物
（
全
有
機
炭
素
（
Ｔ

青
森
県
報
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第
百
二
十
五
号

令
和
二
年二

月
二
十
六
日

（
水
曜
日
）



Ｏ
Ｃ
）
の
量
）
の
測
定
結
果
を
適
用
す
る
こ
と
が
適
当
で
な
い
と
認
め
た
と
き
は
、
⑵
に
適

合
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

⑴

有
機
物
（
全
有
機
炭
素
（
Ｔ
Ｏ
Ｃ
）
の
量
）
は
、
一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
八
ミ
リ
グ
ラ
ム

を
超
え
な
い
こ
と
。

⑵

過
マ
ン
ガ
ン
酸
カ
リ
ウ
ム
消
費
量
は
、
一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
二
十
五
ミ
リ
グ
ラ
ム
を
超

え
な
い
こ
と
。

別
表
第
一
第
二
号
ハ
中
「
水
素
イ
オ
ン
濃
度
」
を
「
ｐ
Ｈ
値
」
に
改
め
、
同
号
ニ
を
次
の
よ
う
に

改
め
る
。

ニ

次
の
い
ず
れ
か
に
適
合
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
塩
素
化
イ
ソ
シ
ア
ヌ
ル
酸
又

は
そ
の
塩
を
用
い
て
消
毒
し
て
い
る
等
の
理
由
に
よ
り
知
事
が
有
機
物
（
全
有
機
炭
素
（
Ｔ

Ｏ
Ｃ
）
の
量
）
の
測
定
結
果
を
適
用
す
る
こ
と
が
適
当
で
な
い
と
認
め
た
と
き
は
、
⑵
に
適

合
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

⑴

有
機
物
（
全
有
機
炭
素
（
Ｔ
Ｏ
Ｃ
）
の
量
）
は
、
一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
三
ミ
リ
グ
ラ
ム

を
超
え
な
い
こ
と
。

⑵

過
マ
ン
ガ
ン
酸
カ
リ
ウ
ム
消
費
量
は
、
一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
十
ミ
リ
グ
ラ
ム
を
超
え
な

い
こ
と
。

別
表
第
一
第
二
号
ホ
中
「
大
腸
菌
群
は
、
五
十
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
中
に
」
を
「
大
腸
菌
は
、
」
に
改

め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
五
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示

青
森
県
告
示
第
百
二
十
二
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
介
護
機
関
か
ら
居
宅
介
護
事
業
所
の

所
在
地
を
変
更
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
三
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
告

示
す
る
。

令
和
二
年
二
月
二
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

区

分

居
宅
介
護
事
業
者

居
宅
介
護

事
業
の
種

類

居
宅
介
護
事
業
所

変

更

年
月
日

名

称

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

名

称

所

在

地

変
更
前

有
限
会
社

ダ
ス
キ
ン

十
和
田

秋
田
県
鹿
角

市
十
和
田
大

湯
字
一
本
木

平
一
〇
の
二

福
祉
用
具

貸
与

ダ
ス
キ
ン

ヘ
ル
ス
レ

ン
ト
弘
前

ス
テ
ー

シ
ョ
ン

弘
前
市
大
字

野
田
二
丁
目

一
の
一

令
和
元
･
九･
七

変
更
後

弘
前
市
大
字

川
先
一
丁
目

三
の
一
二

変
更
前

有
限
会
社

ボ
ー
ル

ハ
ー
ル
ト

平
川
市
柏
木

町
東
田
四
四

の
六

訪
問
介
護

訪
問
介
護

南
津
軽

平
川
市
本
町

平
野
二
四
の

一
第
二
平
野

ビ
ル
二
階

元
･一一･
一

変
更
後

平
川
市
新
館

藤
巻
一
四
の

一

青
森
県
告
示
第
百
二
十
三
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
介
護
機
関
か
ら
介
護
予
防
事
業
所
の

所
在
地
を
変
更
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
三
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
告

示
す
る
。

令
和
二
年
二
月
二
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

区

分

介
護
予
防
事
業
者

介
護
予
防

事
業
の
種

類

介
護
予
防
事
業
所

変

更

年
月
日

名

称

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

名

称

所

在

地

変
更
前

有
限
会
社

ダ
ス
キ
ン

十
和
田

秋
田
県
鹿
角

市
十
和
田
大

湯
字
一
本
木

平
一
〇
の
二

介
護
予
防

福
祉
用
具

貸
与

ダ
ス
キ
ン

ヘ
ル
ス
レ

ン
ト
弘
前

ス
テ
ー

シ
ョ
ン

弘
前
市
大
字

野
田
二
丁
目

一
の
一

令
和
元
･
九･
七

変
更
後

弘
前
市
大
字

川
先
一
丁
目

三
の
一
二
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青
森
県
告
示
第
百
二
十
四
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
介
護
機
関
か
ら
介
護
予
防
・
日
常
生

活
支
援
事
業
所
の
所
在
地
を
変
更
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
三
第
二
号

の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
二
年
二
月
二
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

区

分

介
護
予
防
・
日
常
生
活

支

援

事

業

者

介
護
予

防
・
日
常

生
活
支
援

事
業
の
種

類

介
護
予
防
・
日
常
生
活

支

援

事

業

所

変

更

年
月
日

名

称

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

名

称

所

在

地

変
更
前

有
限
会
社

ボ
ー
ル

ハ
ー
ル
ト

平
川
市
柏
木

町
東
田
四
四

の
六

訪
問
型

サ
ー
ビ
ス

訪
問
介
護

南
津
軽

平
川
市
本
町

平
野
二
四
の

一
第
二
平
野

ビ
ル
二
階

令
和
元
･一一･
一

変
更
後

平
川
市
新
館

藤
巻
一
四
の

一

青
森
県
告
示
第
百
二
十
五
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
介
護
機
関
か
ら
特
定
福
祉
用
具
販
売

事
業
所
の
所
在
地
を
変
更
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
三
第
二
号
の
規
定

に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
二
年
二
月
二
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

区

分

特
定
福
祉
用
具
販
売
事
業
者

特
定
福
祉
用
具
販
売
事
業
所

変

更

年
月
日

名

称

主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

名

称

所

在

地

変
更
前

有
限
会
社
ダ

ス
キ
ン
十
和

田

秋
田
県
鹿
角
市

十
和
田
大
湯
字

一
本
木
平
一
〇

の
二

ダ
ス
キ
ン
ヘ

ル
ス
レ
ン
ト

弘
前
ス
テ
ー

シ
ョ
ン

弘
前
市
大
字
野
田

二
丁
目
一
の
一

令
和
元
･
九･
七

変
更
後

弘
前
市
大
字
川
先

一
丁
目
三
の
一
二

青
森
県
告
示
第
百
二
十
六
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
介
護
機
関
か
ら
特
定
介
護
予
防
福
祉

用
具
販
売
事
業
所
の
所
在
地
を
変
更
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
三
第
二

号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
二
年
二
月
二
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

区

分

特
定
介
護
予
防
福
祉
用
具

販

売

事

業

者

特
定
介
護
予
防
福
祉
用
具

販

売

事

業

所

変

更

年
月
日

名

称

主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

名

称

所

在

地

変
更
前

有
限
会
社
ダ

ス
キ
ン
十
和

田

秋
田
県
鹿
角
市

十
和
田
大
湯
字

一
本
木
平
一
〇

の
二

ダ
ス
キ
ン
ヘ

ル
ス
レ
ン
ト

弘
前
ス
テ
ー

シ
ョ
ン

弘
前
市
大
字
野
田

二
丁
目
一
の
一

令
和
元
･
九･
七

変
更
後

弘
前
市
大
字
川
先

一
丁
目
三
の
一
二

青
森
県
告
示
第
百
二
十
七
号

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配

偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ

の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
。
以
下
「
例
に
よ

る
生
活
保
護
法
」
と
い
う
。
）
第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
十
条
の
二

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
介
護
機
関
か
ら
居
宅
介
護
事
業
所
の
所
在
地
を
変
更
し
た
旨
の

届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
例
に
よ
る
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
三
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す

る
。
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令
和
二
年
二
月
二
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

区

分

居
宅
介
護
事
業
者

居
宅
介
護

事
業
の
種

類

居
宅
介
護
事
業
所

変

更

年
月
日

名

称

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

名

称

所

在

地

変
更
前

有
限
会
社

ダ
ス
キ
ン

十
和
田

秋
田
県
鹿
角

市
十
和
田
大

湯
字
一
本
木

平
一
〇
の
二

福
祉
用
具

貸
与

ダ
ス
キ
ン

ヘ
ル
ス
レ

ン
ト
弘
前

ス
テ
ー

シ
ョ
ン

弘
前
市
大
字

野
田
二
丁
目

一
の
一

令
和
元
･
九･
七

変
更
後

弘
前
市
大
字

川
先
一
丁
目

三
の
一
二

変
更
前

有
限
会
社

ボ
ー
ル

ハ
ー
ル
ト

平
川
市
柏
木

町
東
田
四
四

の
六

訪
問
介
護

訪
問
介
護

南
津
軽

平
川
市
本
町

平
野
二
四
の

一
第
二
平
野

ビ
ル
二
階

元
･一一･
一

変
更
後

平
川
市
新
館

藤
巻
一
四
の

一

青
森
県
告
示
第
百
二
十
八
号

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配

偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ

の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
。
以
下
「
例
に
よ

る
生
活
保
護
法
」
と
い
う
。
）
第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
十
条
の
二

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
介
護
機
関
か
ら
介
護
予
防
事
業
所
の
所
在
地
を
変
更
し
た
旨
の

届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
例
に
よ
る
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
三
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す

る
。

令
和
二
年
二
月
二
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

区

分

介
護
予
防
事
業
者

介
護
予
防

事
業
の
種

類

介
護
予
防
事
業
所

変

更

年
月
日

名

称

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

名

称

所

在

地

変
更
前

有
限
会
社

ダ
ス
キ
ン

十
和
田

秋
田
県
鹿
角

市
十
和
田
大

湯
字
一
本
木

平
一
〇
の
二

介
護
予
防

福
祉
用
具

貸
与

ダ
ス
キ
ン

ヘ
ル
ス
レ

ン
ト
弘
前

ス
テ
ー

シ
ョ
ン

弘
前
市
大
字

野
田
二
丁
目

一
の
一

令
和
元
･
九･
七

変
更
後

弘
前
市
大
字

川
先
一
丁
目

三
の
一
二

青
森
県
告
示
第
百
二
十
九
号

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配

偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ

の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
。
以
下
「
例
に
よ

る
生
活
保
護
法
」
と
い
う
。
）
第
五
十
四
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
十
条
の
二

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
介
護
機
関
か
ら
介
護
予
防
・
日
常
生
活
支
援
事
業
所
の
所
在
地

を
変
更
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
例
に
よ
る
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
三
第
二
号
の
規
定

に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
二
年
二
月
二
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

区

分

介
護
予
防
・
日
常
生
活

支

援

事

業

者

介
護
予

防
・
日
常

生
活
支
援

事
業
の
種

類

介
護
予
防
・
日
常
生
活

支

援

事

業

所

変

更

年
月
日

名

称

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

名

称

所

在

地

変
更
前

有
限
会
社

ボ
ー
ル

ハ
ー
ル
ト

平
川
市
柏
木

町
東
田
四
四

の
六

訪
問
型

サ
ー
ビ
ス

訪
問
介
護

南
津
軽

平
川
市
本
町

平
野
二
四
の

一
第
二
平
野

ビ
ル
二
階

令
和
元
･一一･
一

変
更
後

平
川
市
新
館

藤
巻
一
四
の

一
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青
森
県
告
示
第
百
三
十
号

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配

偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ

の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
。
以
下
「
例
に
よ

る
生
活
保
護
法
」
と
い
う
。
）
第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
十
条
の
二

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
介
護
機
関
か
ら
特
定
福
祉
用
具
販
売
事
業
所
の
所
在
地
を
変
更

し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
例
に
よ
る
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
三
第
二
号
の
規
定
に
よ
り

告
示
す
る
。

令
和
二
年
二
月
二
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

区

分

特
定
福
祉
用
具
販
売
事
業
者

特
定
福
祉
用
具
販
売
事
業
所

変

更

年
月
日

名

称

主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

名

称

所

在

地

変
更
前

有
限
会
社
ダ

ス
キ
ン
十
和

田

秋
田
県
鹿
角
市

十
和
田
大
湯
字

一
本
木
平
一
〇

の
二

ダ
ス
キ
ン
ヘ

ル
ス
レ
ン
ト

弘
前
ス
テ
ー

シ
ョ
ン

弘
前
市
大
字
野
田

二
丁
目
一
の
一

令
和
元
･
九･
七

変
更
後

弘
前
市
大
字
川
先

一
丁
目
三
の
一
二

青
森
県
告
示
第
百
三
十
一
号

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配

偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ

の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
。
以
下
「
例
に
よ

る
生
活
保
護
法
」
と
い
う
。
）
第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
十
条
の
二

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
介
護
機
関
か
ら
特
定
介
護
予
防
福
祉
用
具
販
売
事
業
所
の
所
在

地
を
変
更
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
例
に
よ
る
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
三
第
二
号
の
規

定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
二
年
二
月
二
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

区

分

特
定
介
護
予
防
福
祉
用
具

販

売

事

業

者

特
定
介
護
予
防
福
祉
用
具

販

売

事

業

所

変

更

年
月
日

名

称

主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

名

称

所

在

地

変
更
前

有
限
会
社
ダ

ス
キ
ン
十
和

田

秋
田
県
鹿
角
市

十
和
田
大
湯
字

一
本
木
平
一
〇

の
二

ダ
ス
キ
ン
ヘ

ル
ス
レ
ン
ト

弘
前
ス
テ
ー

シ
ョ
ン

弘
前
市
大
字
野
田

二
丁
目
一
の
一

令
和
元
･
九･
七

変
更
後

弘
前
市
大
字
川
先

一
丁
目
三
の
一
二

青
森
県
告
示
第
百
三
十
二
号

漁
港
漁
場
整
備
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
七
号
）
第
三
十
九
条
第
五
項
及
び
同
項
第
二

号
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
二
十
年
三
月
二
十
一
日
青
森
県
告
示
第
二
百
二
十
八
号
（
漁
港
の
保
全
上

支
障
の
あ
る
行
為
を
禁
止
す
る
区
域
等
の
指
定
）
を
も
っ
て
公
示
し
た
禁
止
区
域
（
禁
止
物
件
）
及

び
指
定
の
適
用
期
間
を
変
更
し
た
の
で
、
同
告
示
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
二
年
二
月
二
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

第
一
号
の
表
十
三
漁
港
の
項
を
次
の
と
お
り
改
め
る
。

十
三
漁
港

十
三
地
区

十
三
漁
港
区
域
の

う
ち
別
図
六
に
示

す
区
域

漁
船
以
外
の
船
舟
（
監
視
船
、
警
備

船
、
漁
港
の
工
事
に
従
事
す
る
船
舟
そ

の
他
公
務
に
従
事
す
る
船
舟
を
除

く
。
）

十
三
湊
地
区

十
三
漁
港
区
域
の

う
ち
別
図
六
の
二

に
示
す
区
域

漁
船
以
外
の
船
舟
（
監
視
船
、
警
備

船
、
漁
港
の
工
事
に
従
事
す
る
船
舟
そ

の
他
公
務
に
従
事
す
る
船
舟
を
除

く
。
）

脇
元
地
区

十
三
漁
港
区
域
の

う
ち
別
図
七
に
示

す
区
域

漁
船
以
外
の
船
舟
（
監
視
船
、
警
備

船
、
漁
港
の
工
事
に
従
事
す
る
船
舟
そ

の
他
公
務
に
従
事
す
る
船
舟
を
除

く
。
）
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第
一
号
の
表
脇
元
漁
港
の
項
を
削
る
。

第
二
号
中
「
平
成
三
十
年
二
月
十
六
日
」
を
「
令
和
二
年
二
月
二
十
六
日
」
に
改
め
る
。

別
図
七
中

「脇元漁港」
を

「十三漁港（脇元地区）」
に
改
め
る
。

出

先

機

関

上
北
地
域
県
民
局
告
示
第
三
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
と
お
り
道
路
の
位
置
を
指
定
し
た
の
で
、
青
森
県
建
築
基
準
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
六

年
二
月
青
森
県
規
則
第
二
十
号
）
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
青
森
県
県
土
整
備
部
建
築
住
宅
課
、
上
北
地
域
県
民
局
地
域
整
備
部

及
び
十
和
田
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
二
年
二
月
二
十
六
日

上
北
地
域
県
民
局
長

楠

美

祥

行

位

置

延

長

幅

員

指

定

年
月
日

十
和
田
市
元
町
西
三
丁
目
一
五

六
の
一

九
六
・
七
五
メ
ー
ト

ル

六
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

令
和二･
二･一七

下
北
地
域
県
民
局
告
示
第
一
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
と
お
り
道
路
の
位
置
を
指
定
し
た
の
で
、
青
森
県
建
築
基
準
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
六

年
二
月
青
森
県
規
則
第
二
十
号
）
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
青
森
県
県
土
整
備
部
建
築
住
宅
課
、
下
北
地
域
県
民
局
地
域
整
備
部

及
び
む
つ
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
二
年
二
月
二
十
六
日

下
北
地
域
県
民
局
長

沼

岡

健

位

置

延

長

幅

員

指

定

年
月
日

む
つ
市
横
迎
町
二
丁
目
三
四
〇

の
一
八
、
三
四
〇
の
二
〇
、
三

四
〇
の
二
一
及
び
三
四
〇
の
一

八
地
先

二
五
・
二
八
メ
ー
ト

ル

六
・
〇
八
メ
ー
ト
ル

か
ら
六
・
一
一
メ
ー

ト
ル
ま
で

令
和二･
二･一八
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水
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